
高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる

特定建築物の建築の促進に関する法律

平成6年9月26日施行

第1章　総則

（目的）

第一条　この法律は，高齢者で日常生活又は社会生

活に身体の機能上の制限を受けるもの，身体障害

者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の

制限を受ける者が円滑に利用できる建築物の建築

の促進のための措置を講ずることにより建築物の

質の向上を図り，もって公共の福祉の増進に資す

ることを目的とする。

第2章　特定建築物に係る措置等

（特定建築主の努力）

第二条　病院，劇場，観覧場，集会場，展示場，百

貨店その他の不特定かつ多数の者が利用する政令

で定める建築物（建築物の部分を含む。以下「特

定建築物」という。）を建築しようとする者（建築

物の用途を変更して特定建築物としようとする者

を含む。「特定建築主」という。）は，出入口，廊

下，階段，昇降機，便所その他の建設省令で定め

る施設（以下「特定施設」という。）を高齢者で日

常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受け

るもの，身体障害者その他日常生活又は社会生活

に身体の機能上の制限を受ける者（以下単に「高

齢者，身体障害者等」という。）が円滑に利用でき

るようにするための措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。
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（特定建築主の判断の基準となるべき事項）

第三条　建設大臣は，高齢者，身体障害者等が円滑

に利用できる特定建築物の建築の促進を図るため，

特定施設を高齢者，身体障害者等が円滑に利用で

きるようにするための措置に関し特定建築主の判

断の基準となるべき事項を定め，これを公表する

ものとする。

（指導及び助言並びに指示等）

第四条　都道府県知事は，特定建築物について第二

条に規定する措置の的確な実施を確保するため必

要があると認めるときは，特定建築主に対し，前

条に規定する判断の基準となるべき事項を勘案し

て，特定建築物の設計及び施工に係る事項につい

て必要な指導及び助言をすることができる。

2　都道府県知事は，特定建築物のうち政令で定め



る規模以上のものの特定施設を高齢者，身体障害

者等が円滑に利用できるようにするための措置が

前条に規定する判断の基準となるべき事項に照ら

して著しく不十分であると認めるときは，特定建

築主に対し，その判断の根拠を示して，当該特定

建築物の設計及び施工に係る事項のうち特定施設

を高齢者，身体障害者等が円滑に利用できるよう

にするための措置に関するものについて必要な指

示をすることができる。

3　都道府県知事は，前項の規定の施行に必要な限

度において，政令で定めるところにより，特定建

築主に対し，特定建築物の設計及び施工に係る事

項に関し報告させ，又はその職員に，特定建築物

若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り，特定

建築物，建築設備，書類その他の物件を検査させ

ることができる。

4　前項の規定により立入検査をする職員は，その

身分を示す証明書を携帯し，関係人に提示しなけ

ればならない。

5　第三項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜

査のために認められたものと解釈してはならない。

（計画の認定）

第五条　特定建築主は，建設省令で定めるところに

より，特定建築物の建築及び維持保全の計画を作

成し，都道府県知事の認定を申請することができ

る。

2　前項の計画には，次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。

一　特定建築主の位置

二　特定建築物の延べ面積，構造方法及び用途並

びに敷地面積

三　特定建築物に設ける特定施設の構造及び配置

並びに維持保全に関する事項

四　特定建築物の建築の事業に関する資金計画

五　その他建設省で定める事項

3　都道府県知事は，第一項の申請があった場合に

おいて，特定施設の構造及び配置並びに維持保全

に関する事項が第三条に規定する判断の基準とな

るべき事項に適合し，かつ，前項第四号に規定す

る資金計画が特定建築物の建築の事業を確実に遂

行するため適切なものであると認めるときは，認

定（以下「計画の認定」という。）をすることがで

きる。

4　計画の認定の申請をする者は，都道府県知事に

対し，当該申請に併せて，建築基準法（昭和二十

五年法律二百一号）第六条第一項（同法第八十七

条第一項において準用する場合を含む。第七項に

おいて同じ。）の規定による確認の申請書を提出し

て，当該申請に係る特定建築物の建築の計画が当

該特定建築物の敷地，構造及び建築設備に関する

法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適

合する旨の建築主事の通知（第七項及び第八項に

おいて「適合通知」という。）を受けるよう申し出

ることができる。

5　前項の申出を受けた都道府県知事は，速やかに

当該申出に係る特定建築物の建築の計画を建築主

事に通知しなければならない。

6　建築基準法第十八条第三項の規定は，建築主事

が前項の通知を受けた場合について準用する。

7　都道府県知事が，適合通知を受けて計画の認定

をしたときは，当該計画の認定に係る特定建築物

の建築の計画は，建築基準法第六条第一項による

確認を受けたものとみなす。

8　建築基準法第九十三条及び第九十三条のこの規

定は，建築主事が適合通知をする場合について準

用する。

（計画の変更）

第六条　計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」

という。）は，当該計画の認定を受けた計画の変更

（建設省令で定める軽微な変更を除く。）をしよう

とするときは，都道府県知事の認定を受けなけれ

ばならない。

2　前条の規定は，前項の場合について準用する。

（報告の徴収）

第七条　都道府県知事は，認定事業者に対し，計画

の認定を受けた計画（前条第一項の規定による変

更の認定があったときは，その変更後のもの。次

条において同じ。）に係る特定建築物（以下「認定

建築物」という。）の建築又は維持保全の状況につ

いて報告を求めることができる。
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（改善命令）

第八条　都道府県知事は，認定事業者が計画の認定

を受けた計画に従って認定建築物の建築又は維持

保全を行っていないと認めるときは，当該認定事

業者に対し，相当の期限を定めて，その改善に必

要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（計画の認定の取消し）

第九条　都道府県知事は，認定事業者が前条の規定

による処分に違反したときは，計画の認定を取り

消すことができる。

（資金の確保等）

第十条　国及び地方公共団体は，認定建築物の特定

施設を高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる

ようにするため必要な資金の確保その他の措置を

講ずるよう努めるものとする。

（既存の特定建築物に設ける昇降機に
ついての建築基準法の特例）

第十一条　この法律の施行の際現に存する特定建築

物に専ら車いすを使用している者の利用に供する

昇降機を設置する場合において，当該昇降機が次

に掲げる基準に適合し，特定行政庁（建築基準法

第二条第三十二号に規定する特定行政庁をいう。

次項において同じ。）が防火上及び避難上支障がな

いと認めたときは，当該昇降機については，同法

第二十七条第一項，第六十一条及び第六十二条第

一項の規定は適用しない。

一　昇降機及び当該昇降機の設置に係る特定建築物

の主要構造部の部分の構造が建設省令で定める安

全上及び防火上の基準に適合していること。

二　昇降機の制御方法及びその作動状態の監視方法

が建設省令で定める安全上の基準に適合している

こと。

2　建築基準法第九十三条第一項本文及び第二項の

規定は，前項の規定により特定行政庁が防火上及

び避難上支障がないと認める場合について準用す

る。

第3章　雑則

（高齢者，身体障害者等が円滑に利用で
きる建築物の延べ面積の敷地面積に対す
る割合の特例）

第十二条　特定施設の床面積が高齢者，身体障害者

等の円滑な利用を確保するため通常の床面積より

も著しく大きい建築物で，建設大臣が高齢者，身

体障害者等の円滑な利用を確保する上で必要と認

めて定める基準に適合するものについては，当該

建築物を建築基準法第五十二条第六項第一号に規

定する建築物とみなして，同項の規定を適用する。

（研究開発のための措置）

第十三条　国は，高齢者，身体障害者等が円滑に利

用できる建築物の建築の促進に資する技術に関す

る研究開発を促進するため，当該技術に関する情

報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう
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努めなければならない。

（国民の理解を深める等のための措置）

第十四条　国は，教育活動，広報活動等を通じて，

高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる建築物

の建築の促進に関する国民の理解を深めるととも

に，その実施に関する国民の協力を求めるよう努

めなければならない。

（地方公共団体の責務）

第十五条　地方公共団体は，国の施策に準じて高齢

者，身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建

築を促進するよう努めなければならない。



（大都市の特例）

第十六条　この法律中都道府県知事の権限に属する

事務は，地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以

下この条において「指定都市」という。）において

は，当該指定都市の長が行うものとする。この場

合においては，この法律中都道府県知事に関する

規定は，指定都市の長に関する規定として指定都

市の長に適用があるものとする。

第4章　罰則

（罰則）

第十七条　第四条第三項の規定による報告をせず，

若しくは虚偽の報告をし，又は同項の規定による

検査を拒み，妨げ，若しくは忌避した者は，三十

万円以下の罰金に処する。

第十八条　第七条の規定による報告をせず，又は虚

偽の報告をした者は，二十万円以下の罰金に処す

る。　

第十九条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の

業務に関し，前二条の違反行為をしたときは，行

為者を罰するほか，その法人又は人に対しても各

本条の刑を科する。

附則

（施行期日）

1　この法律は，公布の日から起算して三月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。

（地方税法の一部改正）

2　地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）

の一部を次のように改正する。

附則第三十二条の三第二十項中「第十八項」を

「第十九項」に改め，同項を同条第二十一項とし，

同条十九項の表中「第十八項」を「第十九項」に

改め，同項を同条第二十項とし，同条第十八項の

次に次の一項を加える。

19　指定都市等は，事業所用家屋で高齢者，身体障

害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促

進に関する法律（平成六年法律第44号）第六条第

一項に規定する認定事業者で政令で定めるものが

同法第七条に規定する計画の認定を受けた計画（平

成八年三月三十一日までに同法第五条第三項の規

定による認定（同法第六条第一項の規定による認

定を含む。以下本項において同じ。）を受けたもの

に限る。）に従って建築する同法第七条に規定する

認定建築物で政令で定めるものに設置される同法

第二条に規定する特定施設で政令で定めるものに

係るものの新築又は増築に係る新増設事業所床面

積（当該特定施設のうち政令で定める部分に係る

ものに限る。）に対しては，当該新築又は増築が当

該計画の認定を受けた計画に係る同法第五条第三

項の規定による認定を受けた日から三年を経過す

る日までの間に行われたときに限り，第七百一条

の三十二第一項の規定にかかわらず，新増設に係

る事業所税を課することができない。この場合に

おいては，第七百一条の三十四第十項の規定を準

用する。

附則第三十八条第十一項，第三十九条第十一項及

び第四十条第八項中「附則第三十二条の三第十九項」

を「附則第三十二条の三第二十項」に，「第十八項」

を「第十九項」に改める。

（建設省設置法の一部改正）

3　建設省設置法（昭和二十三年法律第百十三号）

の一部を次のように改正する。

第三条第四十五号中「及びエネルギー等の使用

の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の

促進に関する臨時措置法（平成五年法律第十八

号）」を「，エネルギー等の使用の合理化及び再生

資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時

措置法（平成五年法律第十八号）及び高齢者，身
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体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築

の促進に関する法律（平成六年法律44号）」に改め

高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる建築物

の建築の促進を図るため，病院，劇場等の特定建築

物における出入口，廊下等の特定施設を高齢者，身

体障害者等が円滑に利用できるようにするための措

置についての建築主の努力義務並びに当該措置に閲

し建築主の判断の基準となるべき事項の策定並びに

理由
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る。

都道府県知事等による指導及び支援のための措置を

講ずるとともに，高齢者，身体障害者等が円滑に利

用できる建築物に係る建築基準法の容積率の特例等

を定める必要がある。これが，この法律案を提出す

る理由である。


